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低所得世帯などが対象です

一時預かり保育の利用を支援します

　市では、所得の低い世帯などが一時預かり

保育（＊）を利用した際の利用者負担額につい

て、新たに支援を開始します。

■対象および児童１人当たりの補助上限額

※�一時預かり保育の利用日時点で市内に住所

がある人が対象です

対象 補助上限額

生活保護世帯 日額3,000円

住民税非課税世帯 日額2,400円

住民税所得割課税額の世帯合
計が77,101円未満の世帯

日額2,100円

要支援児童または要保護児童の
いる世帯など

日額1,500円

■申請期限　利用日の翌月20日

■�申請方法　オンラインまたは新

館こども課、各総合支所健康福

祉係の窓口へ

＊�一時預かり保育とは

　保護者が仕事や病気、冠婚葬祭などのた

め、家庭での保育が困難なときに、保育園

でお子さんを一時的に預かるものです。

■�預かり日　保育園の開所日のおおむね午

前８時30分から午後４時30分までの必要

な時間

※�一時預かりを行っていない保育園もあり

ます。また、利用料は保育園

によって異なります。詳しく

は、市ホームページをご覧く

ださい

【問い合わせ】

��新館こども課（☎41-3150）

文化会館の全館休館
のお知らせ

　文化会館は、来年４月から改修工事のため

全館休館します。来年の予約などを行う際に

はご注意ください。

　皆さまのご理解とご協力をよろしくお願い

します。

■休館期間　令和８年４月上旬～10月下旬

■工事概要

◦トイレの洋式化工事

◦照明のＬＥＤ化工事

◦変受電設備の改修工事

※�休館期間中、催事相談や休館期間以外の予

約などは通常通り行います。ただし、会場

の下見などはできません

大黒摩季コンサート
を開催します

【問い合わせ】�文化会館（緯24-6511）

■期日　７月27日（日）

■時間　午後５時開演

■�チケット料金　全席指

定8,900円

■�チケット販売開始日時

および申し込み方法

◦�先行…４月７日（月）、午

前10時～４月13日（日）、

ローチケから申し込み

◦�一般…４月27日（日）、午前10時、チケット

ぴあまたはニイチケから申し込み

※�インターネット受付のみとなり

ます。詳しくは文化会館ホーム

ページをご覧ください

【会場・問い合わせ】�文化会館（緯24-6511）
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　　日本学生支援機構奨学金返還支援事業補助金　【問い合わせ】 本館定住推進課（☎41-3516）

奨学金返還補助制度
新たな制度を創設！

■対象　次の要件を全て満たす人

◦�日本学生支援機構が貸与する奨学金を返還し

ている人

◦�補助金の認定申請をする時点で30歳未満で、

大学などを卒業してから３年以内の人

�◦�４月１日以降に対象企業（＊）に常用雇用さ

れ、市内に５年以上定住する意思がある人

◦�日本学生支援機構が貸与する奨学金の返還に

対するほかの補助制度を利用していない人

※�本補助金の認定決定後、離職または市外に転

出した人は補助対象外となります

＊�市内に本店または本社がある企業。ただ

し、市外に本店または本社がある企業で

も、県の認定制度である

▲

若者女性活躍関

連企業

▲

働きやすい職場関連企業ーの認

定を受けている企業は本補助金

の対象です。詳しくは市ホーム

ページをご覧ください

■�補助額　返還月額の２分の１（月額上限１万円）

■補助期間　最大60カ月

■市の奨学金や奨学金返還制度　

　市では、大学などを卒業後に市内に居住する

と返還が免除される「はなまき夢応援奨学金」

や、経済的な理由で高校以上への修学が困難な

学生に無利子で貸与する「花巻市奨学金」の二つ

の市独自の奨学金制度を設けています。

　また、市の貸与型奨学金を返還している人を

対象に、返還月額の半額を補助する「ふるさと

奨学生定着事業補助金」のほか、市内の産科医

療機関、保育施設、介護施設などで働く人を対

象にした各種奨学金返還支援制度を実施してい

ます。

■新たな奨学金返還補助制度を創設

　しかし、多くの人が利用している日本学生支

援機構が貸与する奨学金について、一部の職種

を除いて、その返還に対する市の支援制度がな

かったことから、同機構が貸与する奨学金を利

用して大学へ進学、卒業後に市内へ定住し市内

企業に就職した人を対象に、新たな奨学金返還

補助制度を創設しました。

　ほかの奨学金返還補助制度もご利用ください　　　　　

周産期医療確保対策事業費補助金

■�対象　市内の産科医療機関で働く産科医師・

助産師・看護師

■�補助額　返還月額の２分の１

◦市の奨学金…上限なし

◦市以外の奨学金…月額上限１万円

※�職種によって、補助の期間が異なります

■�問い合わせ　地域医療対策課（☎41-3586）

介護人材確保事業補助金

■�対象　市内の対象介護施設などで働く新卒の

介護福祉士など

■�補助額　市の奨学金…返還月額の２分の１

（最大60カ月）

■�問い合わせ　新館長寿福祉課（☎41-3578）

ふるさと保育士確保事業補助金…①

保育士等奨学金返済支援補助金…②

■�対象　市内の私立認可保育施設などに勤務し

ている保育士など

■補助額　返還月額の２分の１

※�補助金の種類によって、補助の期間や上限が

異なります

■�問い合わせ　

①教育委員会学務管理課（☎41-3144）

②新館こども課（☎41-3149）

ふるさと奨学生定着事業補助金

■�対象　大学などを卒業後、市内に住所がある人

■�補助額　市の奨学金…返還月額の２分の１

■�問い合わせ　教育委員会学務管理課（☎41-3144）

��市独自の奨学金制度や返還補助制度について詳

しくは、広報はなまき２月15日号をご覧ください。
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